
 

 

 

関宿・周辺地域にぎわいづくり基本方針 

（概要版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 関宿の街道文化が育むにぎわいゾーン ～ 
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地域の資源

○来訪者満足度を高め、
定住満足度も高める 
（まちづくり観光） 

○暮らしの香りが残る 
関宿の町並みの 
個性を残す 

○地域の良き理解者（パ

ートナー）を増やし、地
域の文化性を高める 

文化の継承 
 
関宿の町並み
が育んだ文化
と誇りを受け
継ぐ 

快適な生活 
 
快適に暮らし
続けることの
できる環境を
確保する 

人との交流 
 
人との出会い、
ふれあい、語ら
いを楽しむ 

香り高い文化・ 
暮らしから、 
心の交流が 

生まれるまち 

町並み 地区住民 
による活動 

自然 交通

温泉



 

１．基本方針策定の背景と目的 

（１）基本方針策定の背景・目的・期間 

旧東海道の宿場町であった関宿は、昭和 59 年に重要伝統的建造物群保存地区に選定され、町

並みの保存及び修理修景が進められてきました。また、当該地区に暮らす人々の生活の場として

も大きく変化することなく守られてきたため、宿場町の姿を今に色濃く残す歴史遺産として年々

評価が高まり、訪問客も増加傾向にあります。 
さらに、合併に際して策定された「新市まちづくり計画」において、関宿・周辺地区は‘にぎ

わいゾーン’として位置づけられ、湧出した温泉の特性や活用方法が検討されています。 
関宿・周辺地域に住む地区住民を始め、各種団体、民間事業者、行政が地域の将来像を共有し、

それに向けた取り組みを互いに連携・協働しながら進めるため、「関宿・周辺地域にぎわいづくり

基本方針」を策定しました。 

なお、本方針では、将来像を 20 年程先に実現することとし、具体的な取り組みについては、

今後 10 年間に実現を目指すものとします。 

 

［用語の定義と解釈］ 

本方針では、定義もしくは解釈が必要となる用語について下記のとおり定めます。 

［関宿・周辺地域］○本方針では、関宿・周辺地域を重要伝統的建造物保存地区及びその周辺地域と

して解釈します。 

○具体的には、関町新所、関町中町、関町木崎の３地区とするが、場合により３

地区に隣接する若干のエリアも含むものとします。 

［賑わい（にぎわい）］○本方針における‘賑わい（にぎわい）’は、訪問客の増加とそれがもたらす

経済活動の活発化にとどまらず、関宿・周辺地域に住む地域住民の日常生活の活

気や内発的な地域活動の盛り上がりによる活発な活動などの事象も含めた概念

として用います。 

 

２．関宿・周辺地域の現状と課題 

（１）関宿・周辺地域の現況 

■豊かな地域資源 

 亀山市には、景勝地、史跡、文化財、宿泊施設・キャンプ場などの数多くの地域資源があり、そ

の中でも、関宿は東海道五十三次の宿場町の中でその面影を最も今に色濃く残しているということ

で歴史的・文化的価値を高く評価されています。 

また、周辺地域には、風光明媚な自然景観や古くからある神社・仏閣が受け継がれており、訪問

者の目を楽しませています。 

さらに、関宿・周辺地域では、関宿保存会、関宿案内ボランティアの会、関宿「関の山車」保存

会、亀山市観光協会など様々な住民による活動が展開されています。 

■人口の減少、高齢化 

 関宿・周辺地域の人口は、ほぼ横ばいから減少傾向にあり、特に、町並み保存地区では、人口減

少、高齢化が進んでいます。 

■観光客の増加 

 長年にわたる町並み保存事業が継続された結果、全国的にも注目され、多くの観光客が訪れるよ

うになっています。 

２ 



 

■空き地・空き家の増加 

 保存地区内の空き地・空き家が増加しています。 

 

（２）地域住民・団体等の意向 

■関宿の町並みの今後の整備の方向性 

 平成７年実施のまちづくりアンケートでは、関宿・周辺地域の方の回答は、「町外から訪れる人

を対象とした観光地」が 39.4％、「町の人が静かに暮らせる住宅地」が 37.2％と両者がほぼ拮抗。 

■今後の関宿のにぎわいづくりについての各種団体の意見 

・もう少し観光化して、訪問客向けの新たな商売が成り立つようにしていかなけばならない。 

・生活を守ることも大事だが、思い切って戦略的に打って出ることも必要ではないか。 

・これまで大切に保存してきた町並みを使って観光を進める考え方には賛同しかねる。 

・「生活のための観光、観光のための生活」と考え、生活を守りつつ、観光の魅力を伸ばす。など 

■地域懇談会での地域住民の意見 

・このまま 10 年経った場合、保存地区内の少子・高齢化が進み、後継者不足による空き家が増加

し、まちの活気・地域機能が低下し、伝建地区の維持が可能か心配 

・観光客のマナーによる環境への影響が心配 

・町屋や地域の住みやすさ、快適性の向上が必要 

・訪問客と住民との交流や案内を進めることが必要 

・まちの方向をみんなで話し合って決めることが必要  など 

 

（３）関宿・周辺地域におけるにぎわいづくりの課題 

関宿・周辺地域の現況、地域住民・団体等の意向から、今後の関宿・周辺地域におけるにぎわ

いづくりに向けた課題を３つの視点から整理しました。 

 

 

 

 

にぎわいづくりのための課題整理 

亀山市全域の観光魅力

の向上と関宿・周辺地域

の位置づけの明確化 

地区住民主体による

関宿・周辺地域の将来

像の協議 

 ‘しくみ’ 

‘くらし’  ‘ふれあい’ 

暮らし続けたくなる

ような住環境の整備 

町並み景観の継承と訪問

客による経済活動の促進 

空き地・空き家の活用

システムの構築 

‘おもてなしの心’

の醸成による地域住

民と訪問客との交流 

少子化・高齢化に伴う

地域機能の担い手確保 
地域全体の魅力向上と

訪問客の滞留時間延長 

３ 



 

 

 

３－１ にぎわいづくりの基本姿勢 

（１）住民まちづくりを基本に、にぎわいづくりを進める 

   ～“観光＝観国之光（国の光を観る）”、本物の「まちづくり観光」を推進する～ 

関宿およびその周辺地域のにぎわいづくりを推進していくにあたっては、関宿の町並みの今後の

方向性が大きく影響します。関宿の町並みは、生活者の暮らしが町並みに根付いていることが大き

な特徴であり、「生活者が住み続ける町並み」であることが基本となります。一方、今後の関宿の

町並みのあり方についての有識者の見解は総じて、「ある程度の観光化は進めていくべき」という

ものでした。 
関宿の町並みがもつ文化財としての価値を維持・継承し、地域で暮らす人々の生活環境の向上を

図ろうとする考え方や、その資産を交流資源として活用し地域振興を図ろうとする考え方など、多

様な考え方が地域に内在していることを前提としながら、地域住民による総合的なまちづくりに取

り組む中で、地域の定住環境、来訪者の満足度、それぞれの側面で問題が生じないようにバランス

をとりつつ、地域全体の持続的な発展をめざしていくような、「まちづくり観光」の考え方を地域

に定着させ、関宿・周辺地域の新しいにぎわいづくりを推進していきます。 

 
（２）「暮らしたいまちこそ、訪れたいまち」を信じて 

まちづくりが、地域住民の、地域住民による、地域住民のためのものであると同様に、「まちづ

くり観光」は、観光客のために行われるというよりも、まずは、地域住民のために、あるいは地域

住民に還元されるものが必ずあるということを前提に行われることが大切です。 
逆説的に言い換えれば、「地元住民にとって楽しく快適でないまちが、来訪者にとって楽しいま

ちであるはずがない」ということです。 
地域住民にとって暮らしやすいまちづくり、そして一生暮らしていきたいと思えるようなまちづ

くりを行うことで、本物志向の来訪者にとっては訪ねてみたい、あるいは再訪してみたいまちにな

るのではないでしょうか。「暮らしたいまちこそ、訪れたいまち」を信じて、暮らしづくりの発想

を大切にした「まちづくり観光」を推進していきます。 
 

（３）「良きパートナー」とともに 

関宿・周辺地域の「まちづくり観光」の推進は、地元住民が主体性をもって取り組んでいくこと

が基本ですが、地元住民だけで対処していかなくてはいけないという意味ではありません。 

地域の情報を広く発信し、地元住民のみならず亀山市民、さらに広範な地域からの人々の参画を

得て、取り組まれることが望まれます。 

関宿の町並み保存について、有識者からの意見はある程度の観光化は進めていくべきであろうと

の意見でした。そこには、町並み保存活動を継承していくためには、外部からの力も一定程度求め

ていかなくてはいけないのではないかとの考え方があります。 

より多くの人々を関宿・周辺地域の良きパートナーとして迎え入れ、これら多くの応援団との間

に相互に深い信頼関係を構築していくような働きかけを展開しながら、地域のにぎわいづくりに取

り組んでいきます。 

３ 関宿・周辺地域の将来方向 
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 解説：「まちづくり観光とは」  
 
 財団法人アジア太平洋観光交流センター『観光まちづくりガイドブック』（観光まちづくり研究会

編、2000.3）によると、｢観光まちづくり｣とは、「地域が主体となって、自然、文化、歴史、産業な

ど、地域のあらゆる資源を生かすことによって、交流を振興し、活力あるまちを実現するための活動」

と定義されています。 
従来しばしばみられた負の波及効果をもたらすような観光開発、すなわち主体や目的意識が不明確

で、観光資源、来訪者満足度、そして地元住民の定住環境などがバラバラとなり対立してしまうよう

な取り組みに対する反省に立った考え方です。この差異をわかりやすく表示したのが下図です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観光まちづくりの概念と意義 
出典：観光まちづくり研究会編「観光まちづくりガイドブック」 

財団法人アジア太平洋観光交流センター、2000.3 
 
「まちづくり観光」とは、地域と住民が主体となって三者（＝地域資源、定住環境、来訪者満足度）

が調和する総合的なまちづくりとしての取り組みを意味するもので、その取り組みの結果が観光振興

につながっていくという考え方です。 
「まちづくり観光」の目的は、「地域の宝物」を再発見・再確認することで、他の地域とは違う自

己のまちの固有価値に対して誇りを持ち、そして、その誇りこそが新たな地域文化の内発的な創造や

人材育成のための原動力となっていくという点にあるといえます。 
なお、「観光まちづくり」と「まちづくり観光」の考え方には本質的な違いがあるわけではありま

せんが、前者は、「観光を目的としてまちづくりを進める」という意味にとらえられる可能性があり

ます。これに対して、「すばらしいまちづくり」こそが「結果として」多くの来訪者を惹きつけ、地

域観光につながるということを伝える意味では「まちづくり観光」の方が地域住民のコンセンサスが

得られやすい表現であると思われます。 
こうした判断から、本方針では、「まちづくり観光」という表現を採用します。 
 

【よくみられる観光開発】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりの 
主体が不明確 

（個別バラバラな 
取り組み） 

対立 

対立 対立 

 
 
定住環境 

 
来訪者
満足度

 
 
資 源 

【観光まちづくり】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域が主体となった 
総合的な 

まちづくりとしての 
取り組み 

調和 

調和調和

 
定住環境

 
来訪者
満足度

 
資 源 

○ふるさと意識の醸成と生きがいづくりへの寄与 
○資源の活用を通じた地域の活性化 
○地域のよさ、定住環境と調和した観光振興の実現 
○増大する観光需要に安定的に対応できる国土の形成 
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３－２ 地域の将来像と基本目標 

 関宿・周辺地域がめざす地域の将来像および基本目標を次のように定めます。 
 
（１）地域の将来像 

 

 

 

 

 

（２）基本目標 

 
 
 
 
 
 

○東海道の宿場の景観を今に残す関宿の町並みは、他の地域にはない関独自の個性であり、地元

住民にとっての大きな財産・誇りです。この文化財を将来に継承していく責務があります。 
○人口の減少傾向が顕著となり、将来の町並み保存活動を不安視する意見もみられる中で、この

かけがえのない町並みを次の世代にしっかりと、そして無理なく受け継いでいくための環境を

つくり、にぎわいのあるまちをつくります。 
 
 
 
 
 
 

○関宿の町並みは、生活者の暮らしが町並みに根付いていることが大きな特徴です。したがって、

「生活者が住み続ける町並み保存」を基本に、地域住民の暮らしが息づく町並みづくりを推進

する必要があります。 
○周辺地域を含め、「暮らしたいまちこそ、訪れたいまち」を合い言葉に、魅力的で快適に暮ら

し続けることのできる環境を確保して、にぎわいのあるまちをつくります。 
 
 
 
 
 
 

○この町並みは国の重要な文化財であり、全国さらには世界から訪れる人々の求めに応じて、そ

の歴史や文化に関わる情報や人が集まる場を提供していく必要があります。 
○地域からの情報発信機能を高めながら、地域住民の人と人のつながりのみならず、多くの人々

が関宿・周辺地域に集い、人と人との出会いとふれあい、語らいを楽しめるような、にぎわい

のあるまちをつくります。 

～ 関宿の街道文化が育むにぎわいゾーン ～ 

香り高い文化・暮らしから、心の交流が生まれるまち 

① 関宿の町並みが育んだ文化と誇りを受け継ぐ 

② 快適に暮らし続けることのできる環境を確保する 

③ 人との出会い、ふれあい、語らいを楽しむ 

■ 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された関宿の町並みは、地域住民の誇り。

■ 次の世代にしっかりと受け継ぐ責務がある。 

■ 関宿の町並みの特徴は、そこに生活者の暮らしが息づいていること。 
■ 「暮らしたいまちこそ、訪れたいまち」であり、暮らしづくりを進める必要がある。

■ 関宿の町並みは、地域住民の誇りであると同時に、国の宝、世界の宝。 
■ 関宿の町並みを核に多くの人が集い、多様な交流が楽しめる場とする必要がある。

６ 



 

３－３ 施策の体系 

【地域の将来像】 【３つの基本目標】 【基本施策】    【ワーキンググループ会議で提案された具体的事業・取り組み】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（１）町並み保存活動の継承 

（２）空き地･空き家の活用に向けたしくみづくり 

（３）街道文化の次世代への引き継ぎ 

（１）ふれあい･助けあいのまち育て 

（２）きれいでおしゃれなまち育て 

（３）暮らしの利便性･安全性の確保 

（２）おもてなしの体制づくり 

（１）多様な交流の場づくり 

（３）訪問客受け入れのための環境整備 

01）修理･修景事業の推進 
02）本陣の復元調査 
03）町屋の修理･修復技術を継承する職人等の育成 
04）空き地･空き家の活用に向けたルールづくり 
05）町並みボランティアの活動の充実 
06）伝建基金の充実 

07）空き地・空き家活用コーディネート･システムの確立 
08）町並み住まい体験事業 

09）伝統的祭りの継承 
10）山車会館の整備 
11）町並みの調査･研究活動、学習活動の実施 
12）まちづくりセンターの整備 

13）コミュニティ活動（住民相互の自助活動等）の活発化 

14）周辺地域を含めた美しい景観づくり 
15）町屋のリフォーム支援 

16）関宿につながる幹線道路の整備 
17）生活道路（裏道）の整備 
18）交通ルール（一方通行）の遵守、訪問客へのマナー徹底 
19）防災対策（火災対策・地震対策）の推進 
20）地元商業の振興 

21）訪問客と住民との心の交流拠点（モノの売買以外で交流ができる場）の整備 
22）常設の町屋体験（子ども町並み体験館） 
23）地域住民による定期的なイベントの開催（市の開催など） 

24）お茶のおもてなし 
25）おもてなしの人材育成 

（４）対外的な情報発信と交流の促進 

26）温泉の有効活用 
27）訪問客向け駐車場の確保 
28）1.8km の町並みを歩いてもらう仕掛けづくり 
29）市内の地域資源との連携による交流人口の確保 
30）全国に向けた情報発信および全国との交流促進 

～ 

関
宿
の
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道
文
化
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１．関宿の町並みが育んだ文化と誇りを受け継ぐ 

２．快適に暮らし続けることのできる環境を確保する 

３．人との出会い、ふれあい、語らいを楽しむ 

７～８ 



 

４－１ 協働型の推進体制の構築 
地域の将来像『香り高い文化・暮らしから、心の交流が生まれるまち』を実現するにあたっては、

「まちづくり観光」の考え方を地域に定着させて、具体的な事業･活動を推進していくことを基本と

します。 
そのため、基本施策を具体的に取り組んでいく際には、市はもちろんのこと地域住民や関係組織、

活動団体、ボランティアなどのまちづくりに取り組む自発性や主体性が非常に重要となります。 
本方針（『関宿・周辺地域にぎわいづくり基本方針』）に整理した基本施策の実現に向けて、市はも

ちろんのこと地域住民や関係組織、活動団体、ボランティアなどの自発的かつ主体的な活動について

の情報を共有し、そこで発生する問題点や課題を検討し、あわせて新たな活動推進について協議する

場が必要であり、行政･市民協働型の新たな推進体制の構築をめざします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新たな推進体制 「（仮称）関宿･周辺地域にぎわいづくり推進連絡会議」 
 
 
 
 
 

４－２ 活動展開方策と各主体の役割  

「まちづくり観光」の考え方は、市、地域住民や関係組織、活動団体、ボランティアなどの多様な

主体の活動が相乗的かつ効果的に関わりあって、地域資源、定住環境、来訪者満足度が調和する総合的

なまちづくりを展開していくことが必要です。上述した「協働型の推進体制」はその中核としての機能を

担うことが求められ、こうした連携を重視しつつ、 
（１）空き地･空き家活用に向けた活動展開方策 
（２）周辺地域を含めた景観形成に向けた活動展開方策 
（３）訪問客との心の交流促進に向けた活動展開方策 などについて、具体的な進め方を話し合い、各

主体の役割を整理し、進めて行くことが必要です。 
 

４ 関宿・周辺地域にぎわいづくりの推進に向けて 

関係団体 

地域住民 

自治会 

市民団体 

グループ 

・地区コミュニティ
 （新所、中央、木崎） 
・自治会（18､19､20支部）
・一般市民   など

・伝建地区保存審議会
・商工会議所 
・観光協会 
・名店会   など 

 

・関宿保存会 
・関宿案内 
ボランティアの会 
・関宿｢関の山車｣保存会 

など 行政 

・関係部局

協働型の推進体制 

多様な主体による
多様なまちづくり･にぎわいづくり活動の

輪を広げる！ 

①地域の自発性･主体性を尊重する意味から、事務局を民間の機関･団体に設置することをめざす。 

②機動的な対応を重視して、連絡会議内部に(仮称)幹事会を設け、協議事項の原案検討、事前協議など

の役割を担う。 
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 関宿温泉の活用について 

■温泉の活用パターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
関宿温泉の活用パターンとしては、上記のように考えられますが、温泉活用についての地域住民の

意向は、施設整備を期待する声、温泉整備による観光客の流入を危惧する声など様々です。 
本方針策定調査における協議の結果としては、本方針に沿った｢まちづくり観光｣を展開していくプ

ロセスの中で、温泉の具体的な有効活用方策を導き出すことを方向付けています。 
関宿温泉の活用について、整理できる点は、大きくは次の 2点です。第一には、交流の場すなわち
訪問客と地域住民との心の交流を促進する場となるような温泉の活用方法が期待されているという

点です。単に、温泉施設を整備して観光客を増やすことだけを求めているわけではありません。 
第二に、関宿の特徴は、そこに生活者の暮らしが息づいていることにあり、｢暮らしたいまちこそ、

訪れたいまち｣の考え方のもと、快適に暮らし続けることのできる環境を確保することが必要です。

この点からすると、関宿温泉の活用についても、地域住民のくつろぎの場あるいはふれあいの場とい

ったような活用についても留意して検討していく必要があるという点です。 
上述した点を踏まえて、今後は、より具体的な活用計画案を協議の材料として提示しながら、地元

を交えた協議を進めていく必要があります。 
まずは、足湯施設への利用を基本として、具体的な温泉活用計画案を用意し、これを地元に提示し

ながら、より具体的な協議に取りかかることが必要です。 
今後の関宿･周辺地区のあり方について関係者が集まり協議する場が求められていることから、こ

うした協議の場を早急に用意して、そこでの具体的な温泉活用計画に対する意見調整を図ることが必

要となっています。 

概況 ・平成 17 年に湧出が確認された温泉について、平成 17 年度に成分調査等を実施した結

果、療養泉（ナトリウム－塩化物強塩温泉）に該当する。 

魅力 ○特徴のある塩泉であり、泉質をＰＲすることで広い範囲からの利用者が想定される。 

○関宿・周辺地域において、観音山や関ロッジ、町並み、道の駅「関宿」など様々な場

所での利用が考えられる。さらには浴場から足湯まで利用方法についても様々な選択

肢がある。 

問題点 ▲温泉そのものの集客効果を疑問視する声が出ている。また、仮に集客があった場合、

町並みへ不特定の訪問客が流入する可能性がある。 

▲泉質により、設備や湯処理施設等更なる活用の検討が必要である。 

町
並
み
と
の
距
離 

近 

遠 

温浴施設 足湯施設 

①町並み近辺 

末広座（末広湯）の復活 

⑤町並み内 

空き地・空き家利用 
（例：百六里庭、郵便局、地蔵院） 

②健康づくり関センター及び

観光駐車場横旧木村邸周辺 

⑥健康づくり関センター及び

観光駐車場横旧木村邸周辺 

③道の駅 

道の駅～地蔵院付近 
⑦道の駅 

道の駅～地蔵院付近 

④観音山･関ロッジ･併設 
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